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R08 2級 Ｃ－a

証明する被証明者の建設機械施工管理に関する実務経験

国土交通大臣 殿

会社等名称

－ －

、 、 、とび･土工工事業許可を受けた建設業の業種

建 設 業 許 可 番 号

名氏名職号番話電先絡連･地在所等社会

氏 名

証 明 事 項工事№

受検者の所属部署､所属期間

生 年 月 日

年Ｓ･Ｈ ･Ｒ 月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～

年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

日生

証 明 者

被証明者

令和

※受検番号

年

記

月 日

建設業法に基づく技術検定の受検資格に関して、下記の内容を証明します。

※上記までの種別ごとの実務経験の合計を下欄に記入してください。（証明書が複数枚となる場合は、証明書１枚ごとにその合計を記入してください。）

合計欄

Ｈ･Ｒ

年

第1種 第2種 第3種 第4種 第5種 第6種

ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月①～③の合計

年 月 Ｈ･Ｒ 年 月

梶原 太郎

土木部　工事2課

土木一式工事 工事E 一式工事（1種、2種、3種、
4種、5種、6種） 〇〇県□□土木事務所 （株）□△○建設 ＊＊＊,500,000円

第2種 施工管理補助 大木  洋介

施工管理補助 同上

施工管理補助 同上

第4種

第6種

土木部　工事1課

（株）□△○建設 東京都 ○○区□□□1-1-1 川島　三郎代表取締役
社長

6 3 17

03

2

5

5

5

4 4 9

5 12 7 3 0 6

0 2

とび・土工工事 工事G 土工(2種）

舗装工(4種）

○□土木（株） （株）□△○建設 ＊＊,800,000円

＊＊,900,000円土工(2種）工事H

第2種 施工管理助手 佐藤  浩一

△○□建設（株） （株）□△○建設

施工管理助手 佐藤  浩一第2種
とび・土工工事

7

8

5 10 5 12 0 3

6 1 6 3 0 3

0 4

4 10

○○○

○-○ 第○○○○○○号

××××

11 35

9. 2 所定の期間内の実務経験の算出＜8. 2項の①～③の該当者＞
　＊8. 2項の①～③に該当する受検者であって、実務経験となる各工事の工期が短い場合に12ヶ月（1年間）を限
度として、その期間中の工事の実務経験を一括して証明する方法です。

　＊派遣技術者については、派遣先の代表者が証明する場合に限ります。派遣元の代表者が証明する場合は9. 1
項により工事ごとに証明を行ってください。

（1） 実務経験年月の整理
　＊証明しようとする期間内（12ヶ月以内に限る。）に受検者が従事した業務について、当該期間の月数に従事業
務比率を乗じて実務経験年月を算出します。

　＊従事業務比率は、受検者の就労記録や工事の実施工程表等に基づき算出するものとし、四捨五入により10 ％
単位に丸めてください。10％未満のものは切り捨て、他の業務を100 ％として整理することができます。

　＊事例は、とび・土工工事業および舗装工事業の建設業許可を有する者が、工事Ｆ～工事Ｉを請け負い施工する
場合のもので、実務経験期間が12ヶ月を超える場合は、証明期間を分割する必要があります。

　＊事例は、4月～翌年の2月までの11 ヶ月の期間と3月以降の期間に分割したときの、前半の11ヶ月分の整理
の考え方を示しています。

　＊工事Ｇのように、1�件の工事にとび・土工工事業と舗装工事業の工事が含まれる場合は、従事した各専門工事
の業種ごと、建設機械の種別ごとに区分して整理してください。

　＊実務経験年月は、一括証明期間の11ヶ月に、それぞれの業務の従事比率を乗じて算出します。月数は、小数
点第2位を四捨五入し、小数点第1位に丸めてください。

　＊事例の工事Ｈの3月以降の実務経験については、工事Ｉとともに次の一括証明期間で証明してください。

10月 11月 従事比率 実務経験年月5月 6月 7月 8月

8月

12月9月 1月 2月 3月 4月4月

11ヶ月

見込みの実務経験を除き一括証明のできる最大の期間（12ヶ月）

工事F（土工2種）

工事G（土工1種）
工事G（土工2種）

工事H（土工2種）

20％

10％
40％

10％

0％

2.2ヶ月

1.1ヶ月
4.4ヶ月

10％ 1.1ヶ月
10％ 1.1ヶ月

1.1ヶ月

工事G（舗装工4種）
工事G（舗装工5種）

工事I（土工1種）

3月 4月

工事H（土工2種）

（土工1種）（土工1種）（土工1種）

見込みの実務経験

（2） 実務経験証明書の記載
　＊次の記載例を参考に、一括証明期間中の実務経験を整理して記入してください。

R08 2級 Ｃ－a

証明する被証明者の建設機械施工管理に関する実務経験

国土交通大臣 殿

会社等名称

－ －

、 、 、とび･土工工事業許可を受けた建設業の業種

建 設 業 許 可 番 号

名氏名職号番話電先絡連･地在所等社会

氏 名

証 明 事 項工事№

受検者の所属部署､所属期間

生 年 月 日

年Ｓ･Ｈ ･Ｒ 月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～

年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

Ｈ･Ｒ 年 月 Ｈ･Ｒ 年 月～ 年 ヶ月

日生

証 明 者

被証明者

令和

※受検番号

年

記

月 日

建設業法に基づく技術検定の受検資格に関して、下記の内容を証明します。

※上記までの種別ごとの実務経験の合計を下欄に記入してください。（証明書が複数枚となる場合は、証明書１枚ごとにその合計を記入してください。）

合計欄

Ｈ･Ｒ

年

第1種 第2種 第3種 第4種 第5種 第6種

ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月

年 ヶ月①～③の合計

年 月 Ｈ･Ｒ 年 月

梶原 太郎

土木部　工事2課

とび・土工工事
（10％）

とび・土工工事
（70％）

舗装工事（10％）

舗装工事（10％）

工事F（ほか2件） （株）□△○土木 （株）□△○建設 ＊＊,000,000円

第1種 施工管理補助 佐藤  浩一

施工管理補助

施工管理補助

第2種

第4種

土木部　工事1課

（株）□△○建設 東京都 ○○区□□□1-1-1 川島　三郎代表取締役
社長

6 3 17

03

2

6

6

6

4 4 9

7 4 8 2 0 1.1

0 7.7

＊＊,900,000円土工(2種）

土工(2種）

工事H

第5種 施工管理補助

△○□建設（株） （株）□△○建設

施工管理助手 佐藤  浩一第2種

とび・土工工事

6

8

0 1.1

6 1 6 3 0 3

0 1.1

4 10

○○○

○-○ 第○○○○○○号

××××

11 35

　＊一括証明期間の実務経験は、工事No.は同じ番号とし、建設工事の種類、実務経験の種別ごとに段を変えて整
理してください。

　＊建設工事の種類の欄には、建設工事の種類とともに、それぞれの業務従事比率を（�）書きで記入してください。
　＊工事F～工事Hのそれぞれで実務経験のある第2種については、その従事業務比率の合計（70%）を記入し、実
務経験年月も合計年月を記入してください。

　＊工事名の欄は、工事F～工事Hのいずれかの工事名を記入し、（�）書きで他の工事件数を「ほか2件」と記入しま
す。工事内容～請負金額の欄は、工事名に記載した工事について記入してください。

　＊受検者の従事期間の欄は、工事F～工事Hまでの従事期間を記入してください。
　＊実務経験の種別、実務経験年月および受検者の従事内容・職名の欄は、省略せずそれぞれ記入してください。
　＊監理技術者等名の欄は、工事名とした工事の技術者名を最初の段に記入してください。

9. 3 見込みの実務経験の証明
　＊8. 5項により見込みの実務経験を証明する場合は、実務経験が見込まれる工事ごとに証明してください。
　＊見込みの実務経験の証明期間は、最大で実務経験証明書の証明日から令和8年8月15日までとし、すでに契
約が締結されているなどの建設工事等で、確実性のあるものに限ります。

　＊見込みの実務経験を記入する場合は、「工事No.」の欄へ「見込み」と記入してください。
　＊見込みの実務経験として予定していた業務に従事せず受検資格を満たさない場合は、令和8年8月15日まで
に「14. 4受検の取り消し」により、受検の取り消しの手続きを行ってください。

　　受検資格を満たさず第二次検定（実技）試験まで受検した場合、後日行政処分を受ける場合があります。

9. 4 合計欄の記載
　＊実務経験証明書の下段にある合計欄には、8. 5項（ 12）により、証明書1枚ごとに実務経験年月の合計を記入
してください。

　＊9. 2項により実務経験月数が小数点第1位で計上されているものは、この合計欄で小数点第1位を四捨五入し
整数としてください。四捨五入により、その合計年月に矛盾が生じる場合は、いずれかの実務経験年月を切り
捨てして調整してください。
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１０．実務経験証明書（Ｃ-b票）の記載方法 【旧受検資格】
　旧受検資格は、「5．実務経験」のとおり、建設工事等における建設機械施工に関する実務経験として、施工の管
理に関する実務経験のほか、当該工事で使用する建設機械のオペレータやその補助者としての経験も含みます。
　また、最終学歴となる学校を卒業した後の実務経験が対象であり、1級第一次検定や2級第一次検定の合格前の
ものも実務経験となります。

10. 1 実務経験の証明者
　＊�実務経験の証明は、現在の勤務先の代表者※1が、所属部署における所属期間のうち該当する実務経験について、
実際に従事した期間を実務経験年月として証明するものです。

　＊�現在の勤務先となる前の実務経験についても、現在の勤務先の代表者が代表して証明することができます。
　＊現在の勤務先が建設業と関係のない業種の場合は、その勤務先の代表者を証明者とすることはできません。
　　原則として、実務経験となる工事に従事したときの勤務先の代表者による証明としてください。※２

　＊現在の勤務先がない場合は、実務経験となる工事に従事したときの勤務先の代表者による証明としてください。※２

※1 勤務先の代表者は、原則としてその会社等の代表権を有する者（代表取締役社長等）、並びに代表者の代理
として人事権を分掌する部署長等を含みます。なお、派遣技術者は派遣先、在籍型出向者は出向先の建設
業者を勤務先とします。個人事業主は、自身が証明者となります。

※2 実務経験となる工事に従事したときの勤務先の代表者による証明が困難な場合は、受検者自身を証明者と
することができます。

10. 2 実務経験証明書の様式
　＊原則として、当協会ホームページからPDF�版をダウンロードし、それにより作成してください。パソコン環
境によりダウンロードが困難な方は、本手引に同封の実務経験証明書（Ｃ-b票）をご利用ください。

　＊提出する証明書は、A 3版サイズで印刷（片面印刷）してください。

当協会ホームページの「建設機械施工管理技術検定」 https://jcmanet-shiken.jp/

10. 3 証明書の日付、証明者、受検申請者欄の記載

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

梶原　太郎 社員

（株）□△○建設 東京都 ○○区△△△1-1-1 川島　三郎代表取締役社長

8 3 5

03 ○○○○ ××××

11 315

（1） 証明書の日付欄
　＊証明書の日付は、証明者が証明する最新の実務経験の証明日を記入してください。

（2） 証明者、受検申請者欄
　＊�証明者の勤務先名、勤務先の所在地・連絡先電話番号、役職および氏名を楷書で正確に記入してください。
　＊�受検申請者の氏名および生年月日は、住民票の記載に従い楷書で正確に記入してください。証明者との関係は、
証明者が勤務先の代表者の場合は「従業員」、受検者自身が証明者となる場合は「本人」と記入してください。

10. 4 （Ｃ-b票）記載欄と記載内容
　所属した部署、工事種別、工事内容（使用機械の種別）、従事した立場ごとに欄を変えて、記載例を参考に、下記
の要領で記入してください。
　＊証明する実務経験は、受検資格を満たすことがわかる直近の実務経験だけでかまいません。
　＊受検資格とする過去の経験から最新の経験までを順番に整理して記入してください。

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

（株）□△○建設 工事2課 土工工事 オペレータ R4 10 R5 9 0 4

同上 同上 オペレータ R4 10 R5 9 0 6

東京都 ○○区△△△1-1-1

同上同上

同上 舗装工事 オペレータ R4 10 R5 9 0 2同上同上

工事1課 土工工事 施工管理補助 R5 10 R7 10 1 6同上同上

同上 同上 施工管理補助 R5 10 R7 10 0 7同上同上

R4 10

2 2 0

R7 10 3 1

第1種施工

第2種施工

第4種施工

第2種施工

第4種施工

（1） 勤務先名、勤務先所在地、所属（部課名）
　＊�実務経験を証明しようとする期間に所属した勤務先、所在地および所属（部課名）を、所属時期の順に記入して
ください。

　＊所属（部課名）は、勤務先で部署を設けていない場合は記入不要です。

（2） 工事種別
　＊建設機械施工となる工事の種別がわかるように、土工工事、基礎工事、舗装工事等の種別を記入してください。
（注）�建設機械施工は、第1種～第6種の土工工事用、基礎工事用、舗装工事用の建設機械を使用して施工する工

事を対象としているため、工事種別は、原則として土工工事、基礎工事、舗装工事のいずれかとしてください。
ただし、バックホウをアタッチメント交換により解体工事に使用した場合は解体工事と記入してください。

（3） 工事内容
　＊�担当した建設機械の種別がわかるように、（2）欄の工事で使用した建設機械の種別に応じて「第○種施工」と記
入してください。

　＊�業務に従事した期間中に担当した建設機械の種別が複数ある場合は、種別ごとに欄を変えて記入してください。
この場合、実務経験年月は、担当した業務の従事業務比率により按分してください。

　＊バックホウをアタッチメントにより杭打ち機として使用した場合は、「基礎工（第6種）」と記入してください。

（4） 従事した立場
　＊�監理技術者または主任技術者となった場合はその職名を、それらの者のもとで施工の管理を担当した場合は「施
工管理補助」、建設機械による操作施工を行った者は「オペレータ」、その施工の補助を行った者は「操作施工補
助」と記入してください。これ以外の立場での経験は実務経験となりません。

（5） 在職期間中の受検種別に関する実務経験
　＊�年月～年月は、勤務先の所属部署での在職期間を、（　）内は、その在職期間中において記載欄の実務経験に実
際に従事した年月を記入してください。

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）（4）（3）（2）（1）
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（6） 合計
　＊�合計欄の年月～年月は、（5）に最初に記載した在職期間の年月の始まりから最後に記載した在職期間の年月の
最終の年月を、（　）内には上記までに記載した実際の実務経験年月の合計を記入してください。

　＊�受検種別の単位小計欄には、受検種別とその実務経験年月を記入してください。受検種別が複数ある方は、そ
の受検種別ごとに記入してください。

　＊�実際の実務経験の合計が、証明書に記載の従事期間の月数を超えていないか確認してください。従事期間が重
複する月を二重計上するミスにより再提出が必要となる方がいらっしゃいます。十分注意してください。

（7） 見込みの実務経験
　＊実務経験の証明は、原則として証明日までの実務経験としますが、証明日の翌日から令和8年8月15日まで
の見込みの実務経験についても証明することができます。

　＊受検資格を満たすために見込みの実務経験が必要な場合は、この記入欄に記入してください。
　＊見込みの実務経験は、すでに契約が締結されているなどの建設工事等で、確実性のあるものに限ります。
　＊見込みの実務経験として予定していた業務に従事せず受検資格を満たさない場合は、令和8年8月15日まで
に「14. 4受検の取り消し」により、受検の取り消しの手続きを行ってください。受検資格を満たさず第二次検
定（実技）試験まで受検した場合、後日行政処分を受ける場合があります。
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１１．実務経験年月の算出方法 【旧受検資格】
　旧受検資格の実務経験年月は、所属先の従事期間における当該受検種別の実務経験について、以下の11. 1項～
11. 3項を参考に算出してください。

11. 1 オペレータまたは操作施工補助者としての実務経験
（1）実務経験年月の算出
　＊事例は、オペレータとして12 ヶ月間に従事した工事において、第1種、第2種および第4種の建設機械の操
作施工を行った場合です（当該施工の補助者としての実務経験も同じ考え方です。）。

　＊各建設機械の操作施工の実務経験年月は、この業務期間中の受検者の就労記録や実施工程表等に基づき、各業
務に従事した比率（以下「従事業務比率」という。）を、当該業務期間に乗じて算出します。

　＊従事業務比率は、その期間の業務の合計を100 ％とし、四捨五入により10％単位に丸めてください。
　＊算出した実務経験年月は、小数点を四捨五入し月単位に丸めてください。
　＊�算出した実務経験年月の合計が業務期間の月数を超える場合は、いずれかの業務の実務経験年月を切り下げて
調整してください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月1月 2月 3月10月 11月 12月

12ヶ月

土工工事（ブルドーザ）1種

土工工事（ショベル）2種

舗装工事（ローラ）4種

従事業務比率

30％

50％

20％

実務経験年月

4ヶ月

6ヶ月

2ヶ月

（2） 実務経験証明書（Ｃ-b票）の記載
　＊勤務先名～在職期間中の受検種別に関する実務経験の記入要領は、10. 4項の（1）～（５）を参照してください。
　　・工事種別は、建設機械施工の内容がわかるように、土工工事、基礎工事、舗装工事、もしくは解体工事のい

ずれかを記入してください。
　　・工事内容は、担当した業務における建設機械の種別がわかるように「第○種施工」と記入してください。
　　・従事した立場は、「オペレータ」または「操作施工補助」と記入してください。
　＊所属部署、従事した工事の種別および工事内容（建設機械の種別）ごとに記入してください。
　＊�「在職期間中の受検種別に関する実務経験」の欄には、受検者が所属部署に所属した期間を、（　）内には（1）で
整理した実務経験年月を記入してください。

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生梶原 太郎 青森県 社員

（株）□△○建設 工事2課 土工工事 第1種施工 オペレータ R4 10 R5 9 0 4

同上 同上 第2種施工 オペレータ R4 10 R5 9 0 6

東京都 ○○区△△△1-1-1

同上

（株）□△○建設 東京都 ○○区△△△1-1-1 川島　三郎代表取締役社長

6 3 17

03 - ○○○○ -××××

同上

同上 舗装工事 第4種施工 オペレータ R4 10 R5 9 0 2同上同上

11 313

（注） 所属（部課名）、工事種別、工事内容のいずれかが異なる場合は、それぞれ区分して記入してください。

11. 2 施工の管理に関する実務経験（専門工事の実務経験事例）
（1）実務経験年月の算出
　＊�事例は、とび・土工工事業および舗装工事業の許可建設業者の従業員として、工事Ａ～工事Ｃに18ヶ月間従
事した場合のものです。

　＊�各工事は、土工工事と舗装工事を第1種、第2種、第4種および第5種の建設機械を使用して行ったもので、
当該工事の監理技術者等の下で、施工の管理に関する業務を行った事例です。

　＊�この業務期間中の実務経験は、11. 1項と同様に、受検者の就労記録や実施工程表等に基づき、従事した従事
業務比率を求め、その従事業務比率を業務期間に乗じて実務経験年月を算出してください。

　＊�事例の工事Bや工事Cのように、1件の工事で複数の種別の建設機械による施工の管理を行った場合は、建設
機械の種別ごとに従事業務比率を求めて整理してください。

　＊算出した実務経験年月は、小数点を四捨五入し月単位に丸めてください。
　＊�算出した実務経験年月の合計が業務期間の月数を超える場合（事例では18ヶ月を超える場合）は、いずれかの
業務の実務経験年月を切り下げて調整してください。

10月11月12月 1月 2月 3月10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

18ヶ月

工事Ａ（土工）2種

工事Ｂ（土工）2種工事Ｂ（土工）2種工事Ｂ（土工）2種工事Ｂ（土工）2種工事Ｂ（土工）2種工事Ｂ（土工）2種
工事Ｂ（土工）4種

工事Ｃ（舗装工）4種
工事Ｃ（舗装工）5種

従事業務比率

20％

30％

10％

実務経験年月

4ヶ月

5ヶ月
30％ 5ヶ月

2ヶ月

10％ 2ヶ月

（2） 実務経験証明書（Ｃ-b票）の記載
　＊勤務先名～在職期間中の受検種別に関する実務経験の記入要領は、10.4項の（1）～（５）を参照してください。
　　・工事種別は、建設機械施工の内容がわかるように、土工工事、基礎工事、舗装工事、もしくは解体工事のい

ずれかを記入してください。
　　・工事内容は、担当した業務における建設機械の種別がわかるように「第○種施工」と記入してください。
　　・従事した立場は、「監理技術者」、「主任技術者」、もしくは「施工管理補助」のいずれかを記入してください。
　＊「在職期間中の受検種別に関する実務経験」の欄には、受検者が所属部署に所属した期間を、（�）内には（１）で
整理した実務経験年月を記入してください。

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

梶原 太郎 青森県 社員

（株）□△○建設 工事1課 土工工事 第2種施工 施工管理補助 R5 10 R7 3 0 9東京都 ○○区△△△1-1-1

（株）□△○建設 東京都 ○○区△△△1-1-1 川島　三郎代表取締役社長

6 3 17

03 - ○○○○ -××××

同上 同上 第4種施工 施工管理補助 R5 10 R7 3 0 5同上同上

同上 同上 第5種施工 施工管理補助 R5 10 R7 3 0 2同上同上

同上 舗装工事 第4種施工 施工管理補助 R5 10 R7 3 0 2同上同上

11 313

（注）�所属（部課名）、工事種別、工事内容のいずれかが異なる場合は、それぞれ区分して記入してください。



47 48

11. 3 施工の管理に関する実務経験（土木一式工事の実務経験事例）
（1）実務経験年月の算出
　＊�事例は、土木一式工事における建設機械施工の施工の管理に関する業務に、監理技術者等の下で施工管理補助
の業務として12ヶ月間従事する場合のものですが、3月の実務経験は実務経験証明書の日付（本事例では令和
8年3月5日）以降のため、「見込みの実務経験」とし、2月までの11ヶ月について整理します。

　＊受検資格を満たすため、見込みの実務経験を加える必要がある場合は、3月の実務経験については見込みの実
務経験欄で計上してください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月10月 11月 12月

実務経験期間の合計（7ヶ月） 令和8年3月以降は見込みの実務経験

実務経験期間（6ヶ月） 実務経験対象外（4ヶ月） 実務経験期間

土工（2種）

基礎工（くい打ち機）6種

従事業務比率

40％

40％

実務経験年月

3ヶ月

3ヶ月

対象外

対象外

20％ 1ヶ月

機械器具設置工（クレーン車）

コンクリート工 （コンクリートポンプ車）

舗装工（ローラ）4種

（1ヶ月）

　＊一式工事では、施工する専門工事（一式工事を除く27�業種の工事）のうち、建設機械施工の工事に該当しない
工事は実務経験の対象から除外する必要があります。

　＊事例の場合、コンクリート工や機械器具設置工は、5. 3項に示すとおり、建設機械施工に該当しない工事の
ため、その工事の従事期間の4ヶ月を除外します。（注）

　＊上記より、事例の実務経験期間は7ヶ月となり、実務経験年月はこの経験期間に、担当した工事の種別ごとの
従事業務比率を乗じて算出します。

　＊従事業務比率は、受検者の就労記録や実施工程表等に基づき、対象とする実務経験期間（事例は8ヶ月）の業務
の合計を100 ％とし、四捨五入により10％単位に丸めてください。

　＊算出した実務経験年月は、小数点を四捨五入し月単位に丸めてください。
　＊算出した実務経験年月の合計が業務期間の月数を超える場合（事例では7ヶ月を超える場合）は、いずれかの業
務の実務経験年月を切り下げて調整してください。

（注） コンクリートポンプ車によるコンクリート打設、クレーンによる機械器具設置については、使用する建設機械が
第1種～第6種の建設機械に該当しないため、建設機械施工の実務経験となりません。
なお、特殊工法等により、これらの工事を第1種～第6種の建設機械により施工した場合は実務経験とすることが
できますが、その作業内容が確認できる書類の提出を求める場合があります。

（2） 実務経験証明書（Ｃ-b票）の記載
　＊勤務先名～在職期間中の受検種別に関する実務経験の記入要領は、10.4項の（1）～（５）を参照してください。
　　・工事種別は、建設機械施工の内容がわかるように、土工工事、基礎工事、舗装工事、もしくは解体工事のい

ずれかを記入してください。
　　・工事内容は、担当した業務における建設機械の種別がわかるように「第○種施工」と記入してください。
　　・従事した立場は、「監理技術者」、「主任技術者」、も　しくは「施工管理補助」のいずれかを記入してください。
　＊「在職期間中の受検種別に関する実務経験」の欄には、受検者が所属部署に所属した期間を、（�）内には（1）で
整理した実務経験年月を記入してください。

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

（株）□△○建設 工事1課 土工工事 第2種施工 施工管理補助 R7 4 R8 2 0 3東京都 ○○区△△△1-1-1

同上 舗装工事 第4種施工 施工管理補助 R7 4 R8 2 0 1同上同上

同上 基礎工事 第6種施工 施工管理補助 R7 4 R8 2 0 3同上同上

（注） 所属（部課名）、工事種別、工事内容のいずれかが異なる場合は、それぞれ区分して記入してください。

◎実務経験証明書への一括証明
　＊11. 2項と11. 3項の事例のように、勤務先および所属が変わらない場合、その部署での在職期間中の実務経
験については、工事種別、工事内容、従事した立場ごとに一括して記入できます。

＜11.2項の実務経験＞

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

梶原 太郎 青森県 社員

（株）□△○建設 工事1課 土工工事 第2種施工 施工管理補助 R5 10 R7 3 0 9東京都 ○○区△△△1-1-1

（株）□△○建設 東京都 ○○区△△△1-1-1 川島　三郎代表取締役社長

6 3 17

03 - ○○○○ -××××

同上 同上 第4種施工 施工管理補助 R5 10 R7 3 0 5同上同上

同上 同上 第5種施工 施工管理補助 R5 10 R7 3 0 2同上同上

同上 舗装工事 第4種施工 施工管理補助 R5 10 R7 3 0 2同上同上
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＜11.3項の実務経験＞

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

（株）□△○建設 工事1課 土工工事 第2種施工 施工管理補助 R7 4 R8 2 0 3東京都 ○○区△△△1-1-1

同上 舗装工事 第4種施工 施工管理補助 R7 4 R8 2 0 1同上同上

同上 基礎工事 第6種施工 施工管理補助 R7 4 R8 2 0 3同上同上

同一部署の在職期間中における実務経験（11.2項および11.3項の工事）を一括で証明する場合

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

一般社団法人 日本建設機械施工協会会長 殿

勤 務 先 名

勤 務 先 名

験
経
務
実
る
す
関
に
工
施
械
機
設
建

№

1

№

26

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

勤 務 先 所 在 地

合 計

受 検 種 別 の

単 位 小 計

受 検 種 別 の
単 位 小 計

勤 務 先 名

満たす場合に記入してください。

※ここまでの合計で実務経験年数が受検資格を満たす場合は、下表のNo.26には記入しないでください。

勤 務 先 所 在 地

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容 在職期間中の受検種別に関する実務経験

所 属 在職期間中の受検種別に関する実務経験内容

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

・ ・・ ～

在職期間中の受検種別に関する実務経験
年 月～ 年 年月（ ヶ月）

年 月～ 年 年月（ ヶ月）

名氏号番話電先絡連･地在所

氏 名 証明者との関係

役 職
証明者

受 検
申 請 者

下記の受検申請者の実務経験の内容は､下記のとおりであることを証明します。

実務経験証明書

R08 2級 票Ｃ－b

令和

※受検番号

年 月 日

－ －

生 年 月 日

年S･H･R 月 日生

梶原 太郎 青森県 社員

（株）□△○建設 工事1課 土工工事 第2種施工 施工管理補助 R5 10 R8 2 1 0東京都 ○○区△△△1-1-1

（株）□△○建設 東京都 ○○区△△△1-1-1 川島　三郎代表取締役社長

6 3 17

03 - ○○○○ -××××

同上 同上 第4種施工 施工管理補助 R5 10 R8 2 0 5同上同上

同上 同上 第5種施工 施工管理補助 R5 10 R8 2 0 2同上同上

同上 基礎工事 第6種施工 施工管理補助 R5 10 R8 2 0 3同上同上

同上 舗装工事 第4種施工 施工管理補助 R5 10 R8 2 0 3同上同上

11 313

⬇
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１２．試験方法および内容
　第二次検定は、受検しようとする種別の令和3年度以降の第一次検定の合格者であって、第二次検定の受検資格
要件を満たす者を対象に、第二次検定（筆記）と第二次検定（実技）により行います。

12. 1 試験方法

検　定　区　分 試　験　方　法 備考（試験日）

第二次検定（筆記） 四者択一式、マークシート方式 令和８年6月21日（日）

第二次検定（実技） 実機による操作施工 令和８年8月下旬～ 9月中旬

※第二次検定（筆記）の採点は、第二次検定（実技）の実施時期に合わせて行います。

12. 2 第二次検定（筆記）
　第二次検定（筆記）の検定科目と検定基準は次表のとおりです。試験は、第1種～第6種まで共通の試験として、
四者択一式のマークシート記入方式で行います。

検定科目 検　　定　　基　　準

施工管理法

１．�主任技術者として、建設機械による建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を
有すること。

２．�主任技術者として、設計図書に基づいて工事現場における施工計画を適切に作成すること、
又は施工計画に基づいて施工方法及び手順の選定を適確に実施することができる応用能力を
有すること。

12. 3 第二次検定（実技）
　第二次検定（実技）は、種別ごとに、実際の建設機械を使用し、所定のコース内での操作施工を行う実技試験によ
り行います。

検定科目（種別） 検　　定　　基　　準

第1種 ト ラ ク タ ー 系
建設機械操作施工法

１．トラクター系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
２．トラクター系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
３．トラクター系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。

第2種 シ ョ ベ ル 系
建設機械操作施工法

１．ショベル系建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
２．ショベル系建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
３．ショベル系建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。

第3種 モーター・グレーダー
操 作 施 工 法

１．モーター・グレーダーの操作を正確に行う能力を有すること。
２．モーター・グレーダーの点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
３．モーター・グレーダーによる建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。

第4種 締 め 固 め
建設機械操作施工法

１．締め固め建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
２．締め固め建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
３．締め固め建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。

第5種 舗 装 用
建設機械操作施工法

１．舗装用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
２．舗装用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
３．舗装用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。

第6種 基 礎 工 事 用
建設機械操作施工法

１．基礎工事用建設機械の操作を正確に行う能力を有すること。
２．基礎工事用建設機械の点検及び故障の発見を正確に行う能力を有すること。
３．基礎工事用建設機械による建設工事の施工を適確に行う能力を有すること。

実技試験で使用を予定する建設機械

検定科目（種別） 使用建設機械 規　　格

第1種 ト ラ ク タ ー 系
建設機械操作施工法 ブルドーザ 6 ～ 12t級

第2種 シ ョ ベ ル 系
建設機械操作施工法 油圧ショベル［バックホウ］ 山積み0. 28 ～ 0. 45 ㎥級※

第3種 モーター・グレーダー
操 作 施 工 法 モータ・グレーダ 3. 1ｍ級

第4種 締 め 固 め
建設機械操作施工法 ロード・ローラ 10 ～ 12t級

第5種 舗 装 用
建設機械操作施工法 アスファルト・フィニッシャ 舗装幅2. 5 ～ 4. 5ｍ級

第6種 基 礎 工 事 用
建設機械操作施工法 アースオーガ 杭打機40 ～ 50t吊級

※操作方式は、JIS規格の「左操作レバー横旋回方式」です。操作方式の変更はできません。

１３．身体の不自由がある方の受検について
　身体の不自由がある方については、受検の申込み時に当協会試験部までご連絡ください。必要に応じて次の準備
をいたします。
　① 車椅子による受検および付添者による介助についての配慮。（注1）
　② 試験会場までの自家用車の利用についての配慮。（注2）
　③ 補聴器、拡大鏡等の使用の許可。
　④ 注意事項等についての文字による説明。
　⑤ その他対応可能な身体の不自由への配慮。
　上記の配慮にあたっては、受検における配慮の申請書を別途提出いただきます。また、事故防止等の観点から医
師の許可書等を提出していただく場合もあります。

（注1）
第二次検定（筆記）については、試験中は付添者に退室していただきます。また、第二次検定（実技）では、
受検者は実機に搭乗して実際の運転操作を行います。実機への乗降のための付添者による介助は許可とな
りますが、それ以外の介助は許可されません。付添者の準備および必要な経費は受検者の負担となります。

（注2） 第二次検定（筆記）試験会場においては、試験会場に駐車場がない場合があります。その場合は、会場近
くの駐車場を受検者により確保してください。
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１４．申込み内容の変更、取り消し手続き
14. 1 郵便物送付先住所の変更
　受検の申込み後に郵便物送付先住所に変更を生じた場合は、70頁の「郵便物送付先住所・氏名・本籍・受検地・
その他変更届」をコピーし、必要事項を記入のうえ、当協会試験部あてにFAXで送信してください。
　FAX送信後は必ず当協会試験部に電話し、当方で受理されたことをご確認ください。

（注） �FAXでの送信ができない方は、上記の書類を簡易書留により送付してください。この場合も、簡易書留によ
り送付したことを当協会試験部に電話してください。なお、書簡の配達状況については、日本郵政の郵便追
跡サービスにより受検者ご自身で確認してください。

14. 2 氏名、本籍の変更
　受検の申込み後に、婚姻等により氏名や本籍に変更を生じた場合は、70頁の「郵便物送付先住所・氏名・本籍・
受検地・その他変更届」をコピーし、必要事項を記入のうえ提出してください。なお、氏名が変更の場合は、事実
が確認できる戸籍抄本等の証明書類（原本）を同封し、当協会試験部あてに簡易書留で送付してください。

14. 3 受検地の変更
　受検地の変更は原則としてできません。ただし、転勤や転職等により居住地が変わる等のやむを得ない理由であっ
て、試験会場での受入が可能な場合に限り受検地を変更することができます。
　受検地の変更については、必ず事前に当協会試験部まで電話をし、変更理由と変更希望先を告げ、変更の可否に
ついて確認したうえで、変更可能な場合は、下記①～③の書類を簡易書留またはFAXで当協会試験部まで、次表の
期限内に送付してください。なお、FAXでの送信後は必ず当協会試験部に電話し、当方で受理されたことをご確
認ください。簡易書留による場合の書簡の配達状況は、日本郵政の郵便追跡サービスにより受検者ご自身で確認し
てください。郵便の遅配により変更期限を過ぎた場合は、受検地の変更ができない場合があります。

（1） 提出書類
　　① 郵便物送付先住所・氏名・本籍・受検地・その他変更届（70頁の書式をコピーし記入してください。）
　　② 変更理由を証明するもの（住民票の写し、転勤等の異動の辞令の写し等）（注）

　　③ 受検票の写し（発送日前、発送後で未着の方は不要です。）
（注） �短期（概ね3ヶ月未満）の出張、旅行等は変更理由にはなりません。工事先等に3ヶ月以上派遣される場合は、

所属先の異動辞令の写しのほか、従事する工事の件名および工期が確認できる書類の写しを提出してください。

（2） 提出期限

受検地の変更期限（下記の期限を過ぎての変更はできません。）

第二次検定（筆記） 令和８年6月５日（金） 17時30分※必着

第二次検定（実技） 令和８年7月24日（金） 17時30分※必着

14. 4 受検の取り消し
　受検の取り消しを行う場合は、必ず事前に当協会試験部まで電話をし、71頁の「受検取消届」をコピーし、必要
事項を記入のうえ、簡易書留またはFAXで当協会試験部まで、次表の期限内に送付してください。FAXでの送信
後は必ず当協会試験部に電話し、当方で受理されたことをご確認ください。簡易書留による場合の書簡の配達状況
は、日本郵政の郵便追跡サービスにより受検者ご自身で確認してください。郵便の遅配により取り消し期限を過ぎ
た場合は、受検の取り消しはできません。
　受検の取り消し手続きを受理した方へは、試験事務手数料を差し引いたうえで受検手数料を返還いたします。
　取り消し手続きの期限を過ぎた方および取り消し手続きを行わない方への受検手数料の返還はいたしません。当
該受検者が受検されない場合は「欠席」となります。また、欠席者へは試験の合否通知はいたしません。

受検の取り消し期限（下記の期限を過ぎての取り消しはできません。）

第二次検定（筆記） 令和８年6月５日（金） 17時30分※必着

第二次検定（実技） 令和８年7月24日（金） 17時30分※必着

１５．受検時の注意事項
15. 1 第二次検定（筆記）

（1） 事前の準備～試験会場までの注意事項
　① �試験会場は、必ず受検者自身の受検票により確認してください。地域によっては、試験会場が複数となる場

合があります。勤務先が同じ受検者でも試験会場が異なる場合があります。
　　 �会場所在地までの経路と所要時間等をあらかじめ確認したうえで、遅刻しないように時間に余裕をもって来

場してください。
　② �試験会場までは、できる限り公共交通機関をご利用ください。「駐車場有り」の会場でも満車となる場合があ

ります。
　　 ��試験中に駐車違反等で呼び出しを受けた場合、試験開始から所定の時間内は退室できません。また、一度退

室した場合の再入室もできません。

（2） 当日に持参するもの

①受検票 紛失された方は、（3）②により再発行の手続きをしてください。
②筆記具 硬度がBまたはHBの黒鉛筆またはシャープペンシル、プラスチック消しゴム（※1、2）
③写真付き身分証明書 本人確認ができる運転免許証等の顔写真付き身分証明書（※3）

※1 その他の筆記具（ボールペン等）は、マークシートの読み取り機が読み取れないため使用できません。
※2 通信機能や計算機能の付いた電子機器（電卓、スマホ等）は使用できません。

※3
試験監督者等から提示を求められたときは、必ず提示してください。提示に応じない受検者は失格となる
場合があります。また、次の（3）②の受検票の再発行の手続きにも必要となります。

（3） 試験会場における注意事項
　① �試験当日は、13時45分までに来場し、受付で試験室（受検番号で指定）を確認したうえで、14時00分までに

入室をして、受検票を机の上に置いてお待ちください。
　② �受検票を紛失または忘れた受検者は、受付で受検票の再発行手続きをしてください。再発行には、本人確認

のための写真付きの身分証明書（運転免許証等）が必要です。
　　 ※紛失により再発行した受検票は、受検後も大切に保管してください。
　③ �遅刻者は、試験開始後30分以内であれば入室し受検できますが、それ以後の入室および受検はできません。

なお、試験の終了時刻は変わりません（試験時間は短くなります。）。
　④ 第二次検定（筆記）は、試験終了まで退室できません。
　⑤ �試験会場は、原則として禁煙です。喫煙場所の指定がある場合を除き、会場周辺での路上喫煙を含め喫煙は

行わないでください。試験監督者等が喫煙行為を認めた場合は、その受検者を失格とする場合があります。
また、喫煙行為の証拠として、受検者の行為を撮影する場合があります。本手引の表紙「注2）」のとおり、受
検者は当該事項に同意し受検するものとみなします。

　⑥ 試験室では、携帯電話の使用はできません。必ず電源を切り、鞄等にしまっておいてください。
　⑦ 試験中は、許可された場合を除き、お茶等の缶・ペットボトルは机の上に置かないでください。
　⑧ �試験中は、試験監督者が受検者の目もとを確認できないようなサングラスおよび濃い色のメガネの着用は禁

止します。メガネが必要な方は、透明もしくは薄い色のレンズのものを準備してください。
　⑨ 試験室では、試験監督者の指示に従ってください。
　⑩ �不正行為があった場合や試験監督者の指示に従わない場合は、失格としたうえで退場させます。また、不正

行為を行った受検者には、「16. 不正行為の禁止および措置」の措置を行います。
　⑪ �試験問題は、試験日の翌日の9時30分から当協会ホームページにおいて公表いたします（掲載期間は1年を予

定しています。）。
　⑫ �試験問題の持ち帰りは、試験終了時刻まで受検していた者に限り許可します。途中退室の方は持ち帰りはで

きません。

（4） 試験の中止または試験時間の繰り下げ（緊急時の措置）
　自然災害等により試験を中止する場合や試験時間の繰り下げを行う場合は、当協会ホームページでお知らせしま
す。ホームページは、状況の変化に応じて適宜情報を更新いたします。
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　政府および自治体機関から自然災害等に関する情報が発せられた場合は、ホームページの最新情報を適宜確認す
るようにお願いいたします。
　公共交通機関の遅延などで不特定多数の受検者に影響がある場合も、試験時間の繰り下げを行う場合がありま
すので、ご確認をお願いします。試験時間の繰り下げがない場合も、試験開始から30分以内は受検できますので、
会場までは行くようにしてください。

（5） 自然災害等の不可抗力による試験の中止について
① 全部の試験会場で中止の場合
　 同一年度内に再試験が可能な場合に限り再試験を行います。再試験を行わない場合は、受検手数料を返還いた
します。

② 一部の試験会場で中止の場合
　 中止による再試験は行いません。該当者へは、受検手数料を返還いたします。
※ 損害の免責について
　 �　当協会は、上記による試験の中止を行った場合、受検手数料の返還を除き、試験の中止により受検者に生じ
る一切の損害について補償の責を負いません。

15. 2 第二次検定（実技）
（1） 事前の準備～試験会場までの注意事項
　試験日時と試験会場について、第二次検定（実技）の実施案内により確認してください。集合日時と試験会場は、
受検者ごとに指定しています。同じ会社に複数の受検者がいる場合でも、日時や試験会場が異なる場合があります。
　会場所在地までの経路と所要時間等をあらかじめ確認したうえで、遅刻しないように時間に余裕をもって来場し
てください。

（2） 当日に持参するもの

①受検票 紛失された方は、次の（3）②により再発行の手続きをしてください。
②第二次検定（実技）実施案内 紛失された方は、事前に当協会試験部まで連絡してください。（※1）
③ヘルメット、作業服、安全靴 実技試験にふさわしい服装としてください。（※2）
④写真付き身分証明書 本人確認ができる運転免許証等の顔写真付き身分証明書（※3）

※1 受検者本人による電話連絡とします。紛失の旨を告げ、試験日時と試験会場について確認してください。
FAX受信が可能な方へは、実施案内の写しをFAXで送信します。

※2
ヘルメットを着用しない方は受検できません。作業服は長袖のものが望ましいですが、半袖でもかまいませ
ん。安全靴はスニーカータイプのものでもかまいませんが、つま先が保護された適切なものとしてください。
実技試験の実施にあたり安全上適切でない服装の方は、受検できない場合があります。

※3 試験監督者等から提示を求められたときは、必ず提示してください。提示に応じない受検者は失格となる
場合があります。また、（3）②の受検票の再発行の手続きにも必要となります。

（3） 試験会場における注意事項
　① �試験当日は、第二次検定（実技）の実施案内で指定した集合時刻までに来場し、受付を済ませてください。試

験日や集合時刻等は、受検者あての実施案内で確認してください。
　② �受検票を紛失または忘れた受検者は、試験当日の受付で受検票の再発行の手続きをしてください。受検票の

再発行には、本人確認のための写真付きの身分証明書（運転免許証等）が必要です。
　　※紛失により再発行した受検票は、受検後も大切に保管してください。
　③ �試験会場の受付で当協会作成の名簿と受検票との照合を行います。名簿と照合できない受検者は受検できま

せん。照合のため、受付で第二次検定（実技）の実施案内の提示を求める場合がありますので、実施案内は必
ず持参してください。

　④ その他の試験に関する注意事項については、試験当日に試験会場において説明をします。

（4） 試験の中止または試験の延期（緊急時の措置）
　原則として雨天でも試験を実施します。ただし、大規模災害等の発生または災害発生が予想され試験を中止もし
くは延期する場合は、当協会ホームページでお知らせします。詳細は、前項の（4）および（5）をご覧ください。
　公共交通機関の遅延や突発事故等での道路渋滞により遅刻する場合は、試験会場または当協会試験部へ電話連絡
をしてください。試験会場で試験の順番の入れ替え等の対応が可能な場合は、受検できる場合がありますので、確
認してください。

１６．不正行為の禁止および措置
16. 1 試験中の不正行為

（1） 不正行為
　次の行為は禁止されています。次の行為を行った場合、退室および退場を命じ、失格とします。
　（ア） 受検申請者以外の者が代わりに試験を受けること。
　（イ） �試験に関係する内容が記載されたメモ等を利用できる状態に置くことや、他の人から答えを教わることを

すること（これらと紛らわしい行為を行うことを含む。）。
　（ウ） 他の受検者の答案をのぞき見ること（これらと紛らわしい行為を行うことを含む。）。
　（エ） �他の受検者に答えを教えたり、禁止行為の手助けを行うこと（これらと紛らわしい行為を行うことを含む。）。
　（オ） 試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。

（2） 不正行為への措置
　上記（1）の禁止行為を行った場合、以下のような措置が取られる可能性があります。
　・建設業法に基づく、最長3年間の受検禁止の処分
　・刑法第233条その他の法令違反に関する刑事告訴

16. 2 その他の不正行為
　試験中の不正行為のほか、申請書類に虚偽記載がある等の不正の手段による受検が明らかとなった場合は、受検
の停止や合格の取消の措置が行われます。この措置を受けると、3年以内の期間を定めて当該技術検定の受検を禁
止される場合があります。
　不正行為に関係した者は、建設業法違反として処罰を受ける場合があるほか、不正の手段により取得した資格に
より「建設業の許可」や「経営事項審査」を受けた場合および「技術者の配置」をしたときは、建設業法違反として処罰
を受けることがあります。
　不正行為については、必要に応じて国土交通省の立入による確認が行われます。受検のための申請書類の提出に
あたっては、本受検の手引を参考に必要事項を適切に記入のうえ、受検者および実務経験証明書の証明者による確
認を適切に行ってください。
　また、試験会場では、試験監督者等からの注意事項を遵守するとともに、指示に従い適切に受検することを心が
けてください。

※試験会場およびその周辺における喫煙等の迷惑行為について
　近年、受検者による路上喫煙等の行為により、試験会場周辺の方々から苦情が寄せられ、試験会場の施設管理者
から会場貸出を断られる事案が発生しております。そのため、受検者による迷惑行為は、今後受検しようとする方々
への試験妨害の行為にもなると考え、会場および会場周辺で迷惑行為を行った受検者については、不正行為に対す
る措置と同等の措置を行う場合がありますので注意してください。
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１７．合格発表、合否通知
（1） 合格発表（予定）
　合格発表は、合格者の受検番号を掲示してお知らせします。下記の合格発表日は、本受検の手引作成時点での予
定です。正式な発表日が確定次第、当協会のホームページでお知らせします。

①第二次検定の合格発表 令和８年11月18日（水）

②合格者番号の掲示場所 一般社団法人 日本建設機械施工協会（本部、支部、ホームページ※）

※https://jcmanet-shiken.jp/

（2） 合否通知
　合否通知は、受検者あてに郵便物送付先住所へ合格発表日に発送する予定です。合格発表日から数日しても通知
が届かない場合は、受検者本人から当協会試験部へ連絡してください。なお、試験を欠席した方へは合否の通知は
行いません。

合否の区分 通知内容（合否通知は封書またはハガキにより送付します。）

合格者 ①第二次検定合格通知書
②第二次検定合格証明書交付申請書（※1）

不合格者 ハガキにより結果を通知します。
（欠席者には通知しません。）

※1 次項の「 18．合格証明書の交付申請手続き」により、合格証明書の交付申請を行ってください。交付申請
書の提出先は、各合格通知書に記載してあります。

（3） 合否等の問合せ
　合否および採点に関する問合せには一切応じられません。合否の確認は、上記（1）の掲示および（2）の通知によ
り確認してください。

（4） 不合格者の再受検について
　令和3年度以降の第一次検定合格者は、令和９年度以降に行われる第二次検定について、合格するまで再受検者
として受検することができます。令和9年度に再受検する場合は、インターネット申請となるため、当協会ホーム
ページから「インターネット申請」にアクセスして申込みをしてください。平成28年度～令和2年度までの学科試
験合格者で令和８年度の第二次検定が1回目の受検者は、令和９年度に限り第二次検定を再受検者として受検でき
ます。再受検者として受検するためには、令和3年度以降の第二次検定の受検票または不合格通知書の写しが必要
です。通知は大切に保管してください。
　平成28年度～令和2年度までの学科試験合格者で、令和８年度の第二次検定が2回目の受検で不合格となった
者は、令和９年度以降は第一次検定から受検してください。

１８．合格証明書の交付申請手続き
　2級建設機械施工管理技士として建設工事に従事する場合は、第二次検定の合格証明書の交付を受ける必要があ
ります。合格通知書と一枚綴りの第二次検定合格証明書交付申請書（以下、「交付申請書」という。）により、同封の
手続き案内に従い国土交通大臣あてに提出してください。

（1） 合格証明書交付手数料
　　合格証明書の交付手数料として、交付申請ごとに収入印紙（2, 200円分）が必要です。

（2） 提出書類
　 �　合格通知書に同封の交付申請書を、受検者に関する事項に間違いがないか確認のうえ提出してください。受
検申込み時から氏名、本籍を変更している場合は、交付申請書を訂正するとともに、変更事項が確認できる戸
籍抄本等を同封してください。

（3） 提出先
　 �　交付申請書に記載の国土交通省が指定する「合格証明書交付申請書の送付先」へ、簡易書留で送付してください。

（注） �交付申請書の提出先は、当協会ではありません。当協会へ提出された場合は、原則として送料を受信人払い
とする方法により返送させていただきます。当協会より転送を希望される場合は、別途事務手数料が必要と
なります。

１９．合格者の処遇
　第二次検定の合格者は（合格証明書の交付を受けた者に限る。）、「2級建設機械施工管理技士（第○種）（以下、「施
工管理技士」という。）」の称号が付与され、以下の資格等を得られます。

19. 1 建設業法に基づく資格
　建設業法における「土木工事業」「とび・土工工事業」「舗装工事業」の業種で、次の①～④に示す有資格者になるこ
とができます。
　① �建設業の許可を得る場合に必要な、営業所ごとに置く専任の技術者になることができます。（建設業法第7条

関係）
　② �特定建設業（土木工事業にあっては指定建設業）の許可を得る場合に必要な、営業所ごとに置く専任の技術者

になることができます。（建設業法第15条関係）
　③ �建設工事の施工に必要な、建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者になることができます。（建

設業法第26条関係）
　④ �公共性のある工作物等に関する一定金額以上の重要な建設工事で、工事現場ごとに置くことが必要な、専任

の主任技術者になることができます。（建設業法第26条関係）

19. 2 その他の資格等
　労働安全衛生法における次の資格または処遇を受けることができます。

（1） 特定自主検査（事業内検査に限る。）の資格等（事業者を除く。）
　労働安全衛生法で定める特定自主検査（事業内検査に限る。）の資格（事業者を除く。）または必要な研修の一部免除
を受けることができます。特定自主検査の対象となる建設機械等との関係は、次表のとおりです。
　なお、検査方法、検査に必要な工具、検査記録簿およびステッカーについては、最寄りの公益社団法人建設荷役
車両安全技術協会（建荷協）の支部等にお問合せください。

建設機械施工管理技士と労働安全衛生法に定める特定自主検査の資格等との関係

事業内検査の
資格種類

検定区分等

車両系建設機械
高所

作業車
不整地
運搬車

フォーク
リフト整地・運搬・積込み・

掘削及び解体用
基礎

工事用 締固め用 コンクリート
打設用

１級建設機械施工管理技士 ○ ○ ○ △ △ ○ △

２級建設機械
施工管理技士

第1種 ○ △ △ △ △ ○ △
第2種 ○ △ △ △ △ ○ △
第3種 ○ △ △ △ △ ○ △
第4種 △ △ ○ △ △ ○ △
第5種 △ △ △ △ △ ○ △
第6種 △ ○ △ △ △ ○ △

凡例（ ○：有資格者、　△：検査者として必要な研修の一部を免除 ）
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（2） 運転技能講習等の免除
　労働安全衛生法の定めにより、就業にあたり必要となる技能講習等について、建設機械施工管理技士は講習等の
一部または全部の免除を受けることができます。検定区分等と免除される運転技能講習等の関係は、次表のとおり
です。

建設機械施工管理技士と労働安全衛生法に定める運転技能講習等との関係

技能講習等

検定区分等

技能講習 特別教育
車両系建設機械

不整地
運搬車

高所
作業車

ショベル
ローダ

クレーン
等

地山の
掘削作業
主任者

ローラ整地・運搬・
積込み・掘削用

基礎
工事用 解体用

１級建設機械
施工管理技士

（実技試験の
選択科目別）

第1種 ○ △ △ ○ △ △ × △
第2種 ○ △ △ △ △ △ △ △
第3種 △ △ △ △ △ △ × △
第4種 △ △ △ △ △ △ × △ ○
第5種 △ △ △ △ △ △ × △
第6種 △ ○ △ △ △ △ △ △

２級建設機械
施工管理技士

第1種 ○ △ △ ○ △ △ × △
第2種 ○ △ △ △ △ △ △ △
第3種 ○ △ △ △ △ △ × △
第4種 △ △ △ △ △ △ × △ ○
第5種 △ △ △ △ △ △ × △
第6種 △ ○ △ △ △ △ △ △

凡例（ ○：必要な講習・教育の全部を免除、　△：必要な講習科目の一部免除・時間短縮、　×：免除なし ）

（注1）
上表は、労働安全衛生法の運転技能講習規程および安全衛生特別教育からの抜粋です。建設機械施工管
理技士の資格で従事できる業務の詳細については、最寄りの労働局または労働基準監督署に確認してく
ださい。

（注2）
地山の掘削作業主任者欄は、土止め支保工作業主任者にも適用となります。また、第二次検定（実技）の
第5種で使用するアスファルト・フィニッシャの運転は、労働安全衛生法において就業制限を受ける業
務の対象外となっています。

（注3）
法令の改正にともない適用が変わる場合がありますので、必要に応じて労働基準監督署等の厚生労働省
関係機関へご確認ください。

２０．個人情報の取扱

〇�当協会は、受検者の個人情報を尊重します。
〇�当協会は、受検申込みの際に試験業務の遂行上必要な事項として氏名、生年月日、本籍、住所等の個人情
報を収集します。これらの情報は、当協会および国土交通省が技術検定を適切に遂行するために利用し、
それ以外の目的では利用しません。
〇�受検者個人を特定する情報は、外部（国土交通省および当該技術検定に係る業務の受託者を除く。）に対して
一切公表または提供を行いません。
〇�外部から個人情報の公開提供の依頼があっても、当協会はその要請を拒否し、受検者の個人情報保護を遵守
します。ただし、法令により開示しなければならないときは、個人情報を開示する場合があります。
〇�受検者から当協会に提出された申請書類は、当協会の規定による保存期間経過後速やかに溶解処分します。
なお、受検者の受検番号、氏名、生年月日、合否の別および写真票については、電子データにより当協会
が試験事務を廃止するまで保存します。
〇�受検者情報およびそれに付随する情報を確実に管理し、データの流出を防止いたします。なお、当協会が
提供を求めない個人情報（住民票に記載されたマイナンバーなど）については、当協会が管理するデータの
対象外とします。

２１．よくある質問

2級第二次検定【新しい検定制度についての質問】

🆀	 �令和3年度～ 5年度の2級第一次検定の合格者ですが、第二次検定の受検資格はどうなりますか？
🅰	 �令和3年度～令和5年度の1級または2級第一次検定の合格者は、令和6年度以降の1級第一次検定の合格
者と同様に、令和10年度までは新受検資格と旧受検資格のどちらでも受検できます。なお、令和11年度
以降は新受検資格での受検に限られます。ただし、令和10年度までに第二次検定を受検した者は、令和
11年度以降も再受検者として第二次検定を受検できます。詳細は、受検の手引の「 4．受検資格」をご覧
ください。

🆀	 �令和6年度以降に第一次検定から受検する場合、新受検資格を満たすまで第二次検定を受検できないのですか？
🅰	 �経過措置により、令和10年度までは旧受検資格でも第二次検定を受検できます。旧受検資格は、最終学
歴となる学校を卒業後の実務経験年数を資格要件としており、第一次検定の合格前に十分な実務経験を有
していれば、第一次検定合格の翌年度以降に受検することができます。詳細は、受検の手引の「4．受検資格」
をご覧ください。

🆀	 �令和2年度以前に2級学科試験に合格した者ですが、第二次検定を受検できますか？
🅰	 �平成28年度～令和2年度の2級学科試験の合格者のうち、以下のいずれかに該当する場合は、学科試験の
合格年度を含む12年間に行われる連続する2回の第二次検定を、第一次検定の免除を受けて受検するこ
とができます。

	 ・令和７年度に1回目の第二次検定を受検し不合格となった者（令和８年度の第二次検定に限る。）。
	 ・令和７年度までに第二次検定または実地試験を1回も受検していない者。
	 (注)�受検資格は、旧受検資格を満たす者に限ります。令和11年度以降に第二次検定を受検する場合も同じです。

🆀	 �旧受検資格で受検し不合格となった場合、令和11年度以降は新受検資格で第二次検定の受検申込みをし
ないとダメなのですか？

🅰	 �令和11年度以降も再受検者として第二次検定を受検することができます。新受検資格での受検申込みの
必要はありません。

	 (注)�平成28年度～令和2年度の学科試験の合格者が合格年度を含む12年間に連続する2回の第二次検定
を受検し不合格となった場合は、第一次検定からの受検となります。

🆀	 �受検資格となる実務経験は、新受検資格と旧受検資格で違いはありますか？
🅰	 �どちらも建設機械施工に関する実務経験を対象としますが、新受検資格では施工の管理に関する実務経験
に限るなど、新旧の資格要件は異なっています。詳細は「5．実務経験」をご覧ください。

🆀	 �新受検資格の実務経験の証明は、原則として工事ごととありますが、それ以外にも証明の方法はあるのですか？
🅰	 �短期間の工事について、原則1年を限度として、その期間に担当した複数の工事の実務経験を一括して証
明する方法もありますが、所定の要件を満たす者に限られます。詳細は「8．実務経験証明書（Ｃ-a票）の記
載方法【新受検資格】」をご覧ください。

🆀	 �実務経験の証明は誰が行うのですか？
🅰	 �新受検資格では、受検者の実務経験時に所属する勤務先の代表者（人事権を有する者を含む。）または証明
する工事の監理技術者、主任技術者または附帯工事の専門技術者による証明が必要です。旧受検資格は、
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現在の勤務先の代表者がそれまでの実務経験を代表して証明することができます。詳細は「8．実務経験証
明書（Ｃ-a票）の記載方法【新受検資格】」をご覧ください。

🆀	 �以前に勤務していたときの実務経験を受検資格としたいのですが、そのときの勤務先の代表者による証明
が必要ですか？

🅰	 �・新受検資格での受検の場合は、令和6年3月31日以前または令和6年3月31日を含む施工中の工事につ
いては、現在の勤務先の代表者による証明とすることができます。

・旧受検資格により受検する場合は、そのすべてを現在の勤務先の代表者が一括して証明することができます。

🆀	 �制度改正により試験問題が変わるのですか？
🅰	 �2級第二次検定（筆記）試験の出題分野、出題数、出題形式などはこれまでと変わりありません。

🆀	 �これまでの技術検定の合格者と処遇の違いはありますか？
🅰	 �合格者の処遇はこれまでと変わりありません。2級第二次検定の合格者の処遇については受検の手引の
「19．合格者の処遇」をご覧ください。

2級第二次検定【受検申込みについての質問】

🆀	 �第一次検定と第二次検定を同年度に受検することはできないのですか？
🅰	 �第二次検定の受検は、第一次検定の合格者に限ります。したがって、同年度に第一次検定と第二次検定を
受検することはできません。

🆀	 �申込みに必要なものはどのようなものですか？
🅰	 �受検の手引に同封の申請書類、実務経験証明書、写真票などのほか、住民票や1級または2級第一次検定
もしくは2級学科試験の合格を証する書類などが必要となりますが、新規受検者と再受検者で異なるほか、
受検資格を新受検資格と旧受検資格のいずれとするかにより提出書類が変わります。
詳細については、新規受検者は、本手引の「6．提出書類」を、再受検者は、令和８年度から、原則、当協会ホー
ムページからのインターネット申請による受検申込みとなりますので、当協会ホームページの「建設機械施
工管理技術検定」をご覧ください。

🆀	 �提出する住民票や写真は古いものでも大丈夫ですか？
🅰	 �住民票は申請時から6ヶ月以内に交付を受けたもの、写真は申請時から6ヶ月以内に撮影したものを提出
してください。卒業証明書については古いものでもかまいません。

	  詳細は受検の手引の「6．提出書類」をご覧ください。

🆀	 �申込期限までに必要な書類が揃わない場合はどうすればよいですか？
🅰	 �原則として、申込みに必要な書類はすべて準備のうえ、申込み期限までに専用の封筒により簡易書留で提
出してください。ただし、住民票や卒業証明書などの公的機関の交付する書類に限り、やむを得ない事情
により提出が間に合わない場合は、事前に連絡いただければ該当の書類について所定の期間まで延期でき
る場合があります。他の書類は必ず期限内に提出してください。

	  �なお、必要な記載事項に多くの空欄や不備がある申込みについては受付しません。

🆀	 �申込みは専用の封筒でなければダメですか？
🅰	 �受付審査を的確に行う必要から、受検の手引に同封の専用封筒により簡易書留で送付してください。
	  �申請書類は、専用封筒により、受検種目、検定区分、受検地ごとに個別に保管し審査を行います。他の方
法により送付された場合は、送料を受信人払いとする方法により返送させていただきます。

🆀	 �受検申込書の記入に際して、誤った事項を記入してしまいました。訂正方法はどうすればいいですか？
🅰	 �訂正箇所に二重線を引き、余白に訂正事項を記入してください。訂正印は不要です。

🆀	 �申込み後、氏名、本籍、住所が変わりました。どうすればいいですか？
🅰	 �受検の手引の「14．申込み内容の変更、取り消し手続き」をご覧いただき、「郵便物送付先住所・氏名・本籍・
受検地・その他変更届」の様式に必要事項を記入し、「当協会試験部あて」に送付してください。

🆀	 �受検地を変更したいのですが、どうすればよいですか？
🅰	 �原則として受検地の変更はできません。ただし、転勤、転職、婚姻等で居住地が変わる等のやむを得ない
理由の場合であって、希望先の受検地で受け入れが可能な場合に限り受検地を変更できる場合があります。
受検地変更については、事前に当協会試験部あてに電話で確認してください。

🆀	 �現在失業中です。実務経験証明書の証明はどのように行えばいいですか、勤務先欄は、どのように記入す
ればいいですか？

🅰	 �実務経験時の勤務先の代表者による証明が困難な場合は、受検者自身による証明を行うことができますが、
新受検資格と旧受検資格で方法が異なります。

	  �新受検資格は受検の手引の「 8. 7 実務経験証明書の提出ができない場合の代替措置」を、旧受検資格の場
合は受検の手引の「10. 1 実務経験の証明者」をご覧ください。

🆀	 �人材派遣による実務経験は有効ですか？
🅰	 �施工の管理を行う技術者としての実務経験は有効ですが、それ以外については、労働者派遣法第4条にお
いて、「建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又
はこれらの準備の作業に直接従事した業務をいう。）」では労働者派遣事業を行ってはならないと規定され
ています。

🆀	 �他の施工管理技術検定との実務経験期間の重複について教えてください。
🅰	 �他の種目の受検資格となる実務経験についても、その内容が当該種目の実務経験となる建設機械施工に該
当する場合は、当該種目の実務経験とすることができます。また、その実務経験を他の種目の実務経験と
することができます。なお、実務経験については新受検資格と旧受検資格で内容に異なる点があります。
詳細は受検の手引の「5．実務経験」をご覧ください。

2級第二次検定【試験および合否発表等についての質問】

🆀	 �受検票はいつ発送されますか？
🅰	 �第二次検定（筆記）試験の受検票の発送は令和８年5月29日（金）、第二次検定（実技）試験の受検票は令和
８年7月15日（水）を予定しています。

	  �第二次検定（筆記）試験は令和８年6月５日（金）、第二次検定（実技）試験は令和８年7月22日（水）の午前中
までに受検票が届かない場合は、受検者本人から当協会試験部まで問合せを行ってください。
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🆀	 �試験会場はいつ分かるのですか？
🅰	 ��第二次検定（筆記）試験会場は受検票に記載します。また、受検票発送予定日2週間前頃を目安に、当協会ホー
ムページ「建設機械施工管理技術検定」で、お知らせします。
第二次検定（実技）試験は受検票に同封する「実施案内」で試験会場（住所も記載）とともに試験の日時（午前・
午後の別）をお知らせします。

🆀	 �試験問題の公表はどうしていますか、当日に試験問題の持ち帰りはできますか？
🅰	 ��試験問題は、試験日の翌日9時30分から1年間当協会ホームページにおいて公表します。2級第二次検定
（筆記）の正答は11月の合格発表時に試験問題と合わせて公表します。

	  �当日の試験問題の持ち帰りは、その試験の終了時刻まで受検していた者に限り認められています。途中退
室者については、不正防止の観点から持ち帰りは認められていません。

🆀	 �講習会や参考書は紹介してもらえますか？
🅰	 ��当協会は試験実施機関であり、公平性の観点から事前の講習会や参考書の紹介は行っておりません。

🆀	 �試験問題の内容について問合せできますか？
🅰	 ��内容については、一切お答えできません。前回試験の第二次検定（筆記）試験問題は当協会ホームページで
試験日の翌日から1年間掲載しておりますのでご覧ください。

🆀	 �第二次検定（実技）試験はどのような試験ですか？
🅰	 ��受検者が申込時に選択した種別の建設機械を実際に操作していただく試験です。試験での操作内容等の説
明については当日の試験会場で行います。

	  �試験で使用する建設機械は、受検の手引の「12. 3 第二次検定（実技）」をご覧ください。また具体の機種に
ついては第二次検定（実技）試験の受検票に同封の「実施案内」に記載しております。

🆀	 �第二次検定の合格基準はどのようなものですか？
🅰	 ��第二次検定は、第二次検定（筆記）試験と第二次検定（実技）試験のそれぞれに合格基準があり、両者の合格
基準を満たすことで合格となります。

	  �国土交通省から事前に公表された合格基準は下記のとおりです。なお、試験実施後に合格基準が変更とな
る場合があります。その場合は国土交通省から合格基準の変更について公表されます。

	  �・第二次検定（筆記）：得点が満点の60％以上
	  �・第二次検定（実技）：得点が満点の70％以上

🆀	 �合格発表日が受検の手引では「予定」となっていますが、正式な発表日はいつ決まりますか？
🅰	 ��採点作業等の遅れが生じる場合も想定されるため、現時点の合格発表日は予定の日程としています。合格
発表日が確定次第、当協会のホームページでお知らせします。

🆀	 �第二次検定に合格すると建設機械の運転ができるのですか？
🅰	 ��合格した操作施工法の科目（実技試験に使用する建設機械）により労働安全衛生規則で定められた運転技能
講習が免除となります。

	  �免除を受けられる技能講習については、受検の手引の「19. 2（2）運転技能講習等の免除」をご覧ください。
技能講習の免除の詳細は最寄りの労働局または労働基準監督署へお問合せください。

🆀	 �特定自主検査の方法について知りたいのですが？
🅰	 ��特定自主検査の詳細は、最寄りの公益社団法人建設荷役車両安全技術協会の支部等にお問合せください。
	  �第二次検定の合格者の資格および免除を受けられる研修については、受検の手引の「19. 2（1）特定自主検

査（事業内検査に限る。）の資格等（事業者を除く。）」をご覧ください。

2級第二次検定【旧受検資格についての質問】

🆀	 �高校を卒業しています。実務経験は18年ありますので卒業証明書は要らないですか？
🅰	 �最終学歴を高校卒者とする受検資格要件で受検する場合は卒業証明書の提出が必要です。学歴にかかわら
ず「その他の者」の受検資格要件で受検する場合は、卒業証明書の提出は不要です。

🆀	 �卒業した学校が廃校になったのですが、卒業証明書はどうすればよいですか？
🅰	 ��法律により卒業証明書の交付事務を引き継いだ機関があるはずです。卒業された学校所在地の教育委員会
へ問い合わせて確認してください。

🆀	 �現在の氏名が卒業証明書に記載の氏名から変わったのですが、どうすればよいですか？
🅰	 ��卒業証明書とともに、氏名変更の事実が確認できる戸籍抄本等もご提出ください。

【その他の質問】

🆀	 �その他の問合せはどうすればいいですか？
🅰	 �下記に、電話でお問合せください(お問合せの際は、おかけ間違いのないようお願いいたします。)。
	  �問合せは、受検の手引の記載についての不明な点、または受検の申請に際し受検の手引に記載のない事項
についてのものに限ります。受検の手引を読まないままでの質問は堅くお断りいたします。

	  ・�当協会試験部　03- 3433- 1575（受付時間：平日の9: 30 ～ 12: 00、13: 00 ～ 17: 30） なお、土・
日曜日および祝日は休業日です。
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国外の学歴（指定学科以外）の誓約書

（様式１）

大学卒業相当者

誓 約 書 

一般社団法人日本建設機械施工協会 会長 殿 

私は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 27 条第１項の規定に基づく技術検定の受検

申請に際し提出した卒業証明書が、技術検定の受検資格を定める告示(※)に規定する日本国

外の学校教育課程を修了したことを証明するものであること及びその和訳が原本と相違ない

内容を示すものであることを誓約します。

令和 年 月 日 

現住所

氏名

※・建設業法施行令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識

及び経験を有する者を定める件（令和３年国土交通省告示第 97 号）第１号の６

・建設業法施行令第三十七条第二項第一号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有

する者を定める件（令和３年国土交通省告示第 99 号）第１号ト

・建設業法施行令第三十七条第二項第二号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有

する者を定める件（令和３年国土交通省告示第 100 号）第２号ト

（この誓約に虚偽があった場合、「合格の無効」又は「受検の無効」となる場合があります。） 

国外の学歴（指定学科以外）の誓約書

（様式2） 

高校卒業相当者

誓 約 書 

一般社団法人日本建設機械施工協会 会長 殿 

私は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 27 条第１項の規定に基づく技術検定の受検

申請に際し提出した卒業証明書が、技術検定の受検資格を定める告示(※)に規定する日本国

外の学校教育課程を修了したことを証明するものであること及びその和訳が原本と相違ない

内容を示すものであることを誓約します。

令和 年 月 日 

現住所

氏名

※・建設業法施行令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識

及び経験を有する者を定める件（令和３年国土交通省告示第 97 号）第 26 号の２又は

第 26 号の３

・建設業法施行令第三十七条第二項第一号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有

する者を定める件（令和３年国土交通省告示第 99 号）第１号ム

・建設業法施行令第三十七条第二項第二号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有

する者を定める件（令和３年国土交通省告示第 100 号）第２号ム

（この誓約に虚偽があった場合、「合格の無効」又は「受検の無効」となる場合があります。）
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国外の学歴（指定学科）の大臣認定申請書

（様式１）

（申請日）令和   年   月  日 

国土交通大臣 殿 

氏 名

技術検定受検資格認定申請書（国外学歴）

（１）申請者（受検者）に関する情報

氏
フリ

 名
ガナ

（日本語）

Name (English)

住 所 

〒 － 

（電話番号 － － ）

生 年 月 日  昭和･平成 年 月 日 国 籍 

（２）受検種目及び級（該当するもの１か所に○を付けること）

種目 建設機械 土木 建築 電気工事 管工事 電気通信工事 造園

１級

２級

（３）学歴に関する情報（大学院を除く最終学歴を記入すること）

学 校 名 

学部・学科名

（４）実務経験に関する情報（受検日前日時点）

受検種目に関する実務経験年数（日本における） 年 ヶ月

　施工技術検定規則（昭和三十五年建設省令第十七号）第５条第１項第６号、第５条第２項第１号ハ、第５条

第２項第２号ハ、第５条第２項第３号ハ又は第５条第２項第４号ハの規定により、技術検定の下記の種目に

ついて受検資格の認定を受けたいので関係書類を添えて申請いたします。

国外の学歴（指定学科）の大臣認定申請書

（様式２）

（作成日）令和 年 月 日 

履修科目一覧

１．申請者氏名および学校名、学部・学科名

申 請 者 ○○ ○○

学 校 名 ○○○大学 学部・学科名 ○○学部 ○○学科

２．履修科目一覧

成績証明書の原本に記載されている科目について、時間数と単位数を記入して下さい。

授 業 科 目  時 間 数 単 位 数 

1 ○○○○ ○○ ○○

2 ○○○○ ○○ ○○

3 ○○○○ ○○ ○○

4 ○○○○ ○○ ○○

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12
…
 

…
 

…
 

…
 

合 計 ○○ ○○

記入の仕方

〇 時間数はすべて実時間で記入してください。

〇 実習・実験・演習がある場合には、科目名の欄に各々実習・実験・演習と記入してください。

〇 単位数は、総時間数（実時間数による）から下の計算方法により求めた数値を記入してください。

〇 時間数が成績証明書の原本に記載されていない場合も、時間数の記入が必要です。

講義の場合 総時間数÷１５ 

演習の場合 総時間数÷３０ 

実習・実験の場合 総時間数÷４５ 
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国外の学歴（指定学科）の大臣認定申請書

（様式２）

（作成日）令和 年 月 日 

履修科目一覧

１．申請者氏名および学校名、学部・学科名

申 請 者 ○○ ○○

学 校 名 ○○○大学 学部・学科名 ○○学部 ○○学科

２．履修科目一覧

成績証明書の原本に記載されている科目について、時間数と単位数を記入して下さい。

授 業 科 目  時 間 数 単 位 数 

1 ミャンマー語 70 5 

2 英語 544 37

3 数学 544 37

4 測量 136 10

5 測量（実習） 102 3 

6 製図１ 42 3 

7 製図２ 42 3 

8 コンクリート工学 42 3 

…
 

…
 

…
 

…
 

40 高速道路と交通工学 170 12

41 土木施工技術と経済学 170 12

42 施行監督と人事管理 170 12

合 計 7414 443

記入の仕方

〇 時間数はすべて実時間で記入してください。

〇 実習・実験・演習がある場合には、科目名の欄に各々実習・実験・演習と記入してください。

〇 単位数は、総時間数（実時間数による）から下の計算方法により求めた数値を記入してください。

〇 時間数が成績証明書の原本に記載されていない場合も、時間数の記入が必要です。

講義の場合 総時間数÷１５ 

演習の場合 総時間数÷３０ 

実習・実験の場合 総時間数÷４５ 

記入例

国外の学歴（指定学科）の大臣認定申請書

（様式３） 

（作成日）令和 年 月 日 

履歴書

申 請 者 

学歴

入学 卒業 学校名 所在国名

○○年○月 ○○年○月 ○○○○ 小学校 ○○○○

○○年○月 ○○年○月 ○○○○ 中学校 ○○○○

○○年○月 ○○年○月 ○○○○ 高等学校 ○○○○

○○年○月 ○○年○月 ○○○○ 大学 ○○○○

職歴

入職 退職 会社名等 所在国名

○○年○月 ○○年○月 ○○○○ ○○○○

○○年○月 ○○年○月 ○○○○ ○○○○

○○年○月 ○○年○月 ○○○○ ○○○○

○○年○月 ○○年○月 ○○○○ ○○○○

注意

〇 同様の記載があれば別様式の履歴書でも可。

年号は全て和暦で記入すること。（例：令和○年） 
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令和 8年 月 日

令和 8 年度 2 級建設機械施工管理技術検定

第二次検定受検資格確認申請書

第一次検定の合格年度または

前回の第二次検定受検年度

第二次検定の受検資格を満たす者として受検した第一次検定、または前回の第二次検定の受検年度

令和 年度

受検地・受検番号※1 受検地 受検番号

住所（現在）

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 － 

住所（当初）※2

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 － 

氏 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ

旧 氏 名※3

ﾌﾘｶﾞﾅ

生年月日 昭和・平成 年 月 日生

確実に連絡のとれる

電話番号

※できるだけ複数の連絡先を

記入してください。

第1 （自宅・会社・携帯） － － 

第2 （自宅・会社・携帯） － －

第3 （自宅・会社・携帯） － －

※1：本申請書の提出前に、受検者本人が当協会試験部へ連絡して必ず確認してください。

※2：最初の受検時から住所が変わっている場合は、最初の受検時の住所を記入してください。

※3：最初の受検時から氏名に変更のあった方は記入してください。

 ○本申請書は、再受検者として申込書類に添付する受検票等を紛失した方のものです。

○本申請書の提出にあたっては、必ず受検者本人が当協会試験部へ連絡し、再受検者であることを確認してください。 

○申請は、この頁をコピーし、必要事項を記入のうえ「定額小為替1,000円」とともに、他の申請書類と合わせて

簡易書留で送付してください。

○一度送付いただいた「定額小為替1,000円」は、いかなる場合でも返金できません。

問 合 せ 先 

一般社団法人日本建設機械施工協会 試験部

 ℡ ０３－３４３３－１５７５

※平日9：30～12：00、13：00～17：30 受付

あり　・　なし領収証請求の有無※4

※4：定額小為替1,000円の領収証を希望される方は、「あり」を○で囲み、返信用封筒に送付に必要な額の切手を貼付し、
　宛名を記入のうえ申請書類に同封してください。同封がない場合、領収証は送付いたしません。

令和8年 月 日

令和8年度 2級建設機械施工管理技術検定（第二次検定）

郵便物送付先住所・氏名・本籍・受検地・その他変更届

第二次検定（筆記）の受検希望地（申込時） 受検番号(注1)

ﾌﾘｶﾞﾅ 生年月日

氏 名 

(申込時) 

(氏) (名) 昭和

平成
年 月 日 

※以下の変更事項の該当番号に「○」をつけて、必要事項を記入してください。

①郵便物送付先住所の変更（郵便物届け先としていない現住所の変更は、届け出不要です。） 

ﾌﾘｶﾞﾅ

住所

(注2)

（〒 － ） 

電話番号 （℡ － － ）※変更がある場合に記載

(注2)：郵便物送付先を会社とする場合は、会社名も記入してください。

②氏名の変更（戸籍抄本等の証明書類とともに、簡易書留で送付してください。） 

ﾌﾘｶﾞﾅ

上記申込時の氏名から左記氏名に変更氏 名 

(変更後) 

(氏) (名) 

③本籍の変更

旧本籍（都道府県名）

→ 

新本籍（都道府県名）

※同一の都道府県内での変更は届け出不要です。

④受検希望地の変更

第二次検定(筆記) 第二次検定（実技）

（当初） （変更） （当初） （変更）

（変更理由）

⑤その他の変更

問 合 せ 先 一般社団法人日本建設機械施工協会 試験部（℡ 03－3433－1575 ） 

FAX送信先(注3) 03－3433－0401（一般社団法人日本建設機械施工協会 試験部あて）

郵送先住所 〒105－0011 東京都港区芝公園3－5－8 （上記試験部あて）

(注3)：FAX送信後は、必ず問合せ先の試験部まで電話をして、正常に受信されたことを確認してください。

(注1)：受検票に記載（筆記試験は令和8年5月29日、実技試験は令和8年7月15日発送予定）。未着等で不明の場合は、記入不要です。  
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令和8年 月 日

令和8年度 2級建設機械施工管理技術検定受検取消届（第二次検定）

一般社団法人日本建設機械施工協会会長殿

都合により、下記の技術検定の受検を取り消します。

検 定

取 り 消 し 種 別

試 験 2

□第1種 ・ □第2種 ・ □第3種 ・ □第4種 ・ □第5種 ・ □第6種

級建設機械施工管理［第二次検定］

受 検 地 ま た は 

受 検 番 号 

生 年 月 日 年   月 日 

連絡先電話番号

送 付 先 住 所 

※1 受検票送付前の方は「第二次検定（筆記）試験の受検地」を、受検票が送付された方は「受検番号」を記入してくだ

さい。

※2 送付先が所属会社の場合は、会社名まで記入してください。

署名

 ※署名は受検者が自筆で、正確に楷書で記入してください。

問合せ先 一般社団法人日本建設機械施工協会 試験部（℡ 03－3433－1575 ） 

FAX送信先(注) 03－3433－0401（一般社団法人日本建設機械施工協会 試験部あて）

郵送先住所 〒105－0011 東京都港区芝公園3－5－8 （上記試験部あて）

(注)：FAX送信後は、必ず問合せ先の試験部まで電話をして、正常に受信されたことを確認してください。

○日付は送付日とし、必ず記入してください。

 ○郵送の場合は、簡易書留で送付してください。

○所定の期日までに取消届を受理した方へは、事務手数料を差し引いたうえで、取消を行った検定試験の受検手数

料を、上記の送付先住所へ現金書留により返還します。

〒

※2

※1

（参考）1級および2級第二次検定の受検資格に係る技術検定の合格年月日

１級第一次検定 （年度別の合格年月日）
検定年度 合格年月日

令和3年度 令和3年8月4日

令和4年度 令和4年8月2日

令和5年度 令和5年7月31日

令和6年度 令和6年7月29日

令和７年度 令和７年7月28日

2級第一次検定 （年度別の合格年月日）
検定年度 合格年月日

令和3年度（第1回） 令和3年8月4日

令和3年度（第2回） 令和4年3月9日

令和4年度（第1回） 令和4年8月2日

令和4年度（第2回） 令和5年3月8日

令和5年度 令和5年7月31日

令和6年度 令和6年7月29日

令和７年度 令和７年7月28日

2級学科試験 （年度別の合格年月日）
検定年度 合格年月日

平成28年度 平成28年8月3日（旧受検資格により、令和9年度までの連続する2回の第二次検定を受検可）

平成29年度 平成29年8月2日（旧受検資格により、令和10年度までの連続する2回の第二次検定を受検可）

平成30年度（第1回） 平成30年8月2日（旧受検資格により、令和11年度までの連続する2回の第二次検定を受検可）

平成30年度（第2回） 平成31年3月8日（旧受検資格により、令和11年度までの連続する2回の第二次検定を受検可）

令和元年度（第1回） 令和元年8月1日 （旧受検資格により、令和12年度までの連続する2回の第二次検定を受検可）

令和元年度（第2回） 令和2年3月9日 （旧受検資格により、令和12年度までの連続する2回の第二次検定を受検可）

令和2年度 令和3年3月9日※（旧受検資格により、令和13年度までの連続する2回の第二次検定を受検可）

※令和2年度は新型コロナの影響により、第１回および第2回の受検申込み者を合わせて学科試験を行っています。
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